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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 令和新時代創造本部（女性活躍推進課） 

【現 状】 

１ 「選択的夫婦別氏制度」（いわゆる「選択的夫婦別姓制度」）とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを

認める制度。 

２ 平成８年２月に、法制審議会が答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」においては、選択的夫婦別氏制度の導入が提言。国において

は当該答申を受け、改正法案の準備が進められたが、国民各層に様々な意見があること等により、国会への提出には至らず。 

３ 「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年12月）においても、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会にお

ける議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めることとされている。 

 

＜最高裁判決＞ 

① 平成27年12月、婚姻の際、夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は憲法違反であると主張し、国に対し損害賠償を求めた訴訟

に対し、最高裁は、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない」、

「本件規定は、夫婦又は妻の氏を称するものとしており、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の協議に委ねて」おり、

夫婦同氏制が「直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない」ことなど

を理由とし、当該規定が憲法に違反するものではないと判示。 

② 令和３年６月、婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」旨を記載した婚姻届の受理を命ずるよう求めた事案に対し、最高裁は「民

法750条の規定が憲法24条に違反するものではないことは当裁判所の判例とするところ」であり、「夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記

載事項と定めた戸籍法74条１号の規定もまた憲法24条に違反することではないことは、平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかであ

る」と判示。 

＜国の世論調査結果＞ 

 ・「家族の法制に関する世論調査」（令和３年12月～令和４年１月 18歳以上の日本国籍を有する5,000人を無作為抽出、有効回収数：2,884人） 

夫婦同姓制度維持：27.0％ 旧姓の通称使用に法制度を設ける：42.2％ 選択的夫婦別姓制度を設ける：28.9％ 無回答：1.9％ 

 

【参考法令】 

○民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 

○戸籍法第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 

(１) 夫婦が称する氏  (２) その他法務省令で定める事項 

○憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお

いて、差別されない。 

○憲法第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなけ

ればならない。 
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